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令和３年度健全化判断比率及び資金不足比率審査意見の提出について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３

条第１項及び第２２条第１項の規定により令和４年７月２１日付けで審査に付

された、令和３年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれら

の算定の基礎となる事項を記載した書類を富山市監査基準に準拠し、審査を実

施しましたので、次のとおり意見を提出します。 
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健全化判断比率及び資金不足比率審査意見 

 

第１ 審査の種類 

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項に

基づく審査 

 

第２ 審査の対象 

令和３年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎

となる事項を記載した書類 

 

第３ 審査の期間 

令和４年７月２１日から令和４年８月２４日まで 

 

第４ 審査の方法 

   令和４年７月２１日付けで市長から提出された、令和３年度決算に係る健全化

判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が、

適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。また、必要な事項につい

ては、所管部局の説明を求めて審査を行った。 

 

第５ 審査の結果 

審査に付された令和３年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率並びに

その算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているも

のと認められた。 
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第６ 審査の概要 

１ 健全化判断比率等の状況 

各指標の比率はいずれも早期健全化基準及び経営健全化基準を下回っており、財

政健全化計画及び経営健全化計画の策定が義務付けられる基準には至っていない。 

（１）健全化判断比率                       （単位：％） 

（注）実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、赤字が生じていないため「―」の表示をしている。

（ ）書きは実質赤字比率及び連結実質赤字比率の数値であり、収支が黒字であるため、負

の値で表示をしている。 

 

（２）資金不足比率                             （単位：％） 

特別会計の 

名称 
29 年度 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 

経営健全

化基準 

水道事業  ―  

(  △58.7) 

 ―  

(  △46.7) 

 ―  

(  △38.1) 

 ―  

(  △35.1) 

 ―  

(  △33.3) 

20.00 

工業用水道事業  ― 

( △510.6) 

 ― 

( △498.5) 

 ― 

( △523.1) 

 ― 

( △548.7) 

 ― 

( △570.6) 

公共下水道事業  ―  

(  △10.7) 

 ―  

(  △12.7) 

 ―  

(  △12.9) 

 ―  

(  △22.8) 

 ―  

(  △24.3) 

病院事業  ―   

(  △17.0) 

 ―   

(  △17.4) 

 ―   

(  △10.4) 

 ―   

(  △16.1) 

 ―   

(  △14.5) 

企 業 団 地 造 成 

事業 

 ― 

(  △64.2) 

 ― 

(  △12.3) 

―    

(   0.0) 

―    

(   0.0) 

― 

(  △31.1) 

牛岳温泉スキー

場事業 

 ― 

(   0.0) 

 ― 

(   0.0) 

 ― 

(   0.0) 

 ― 

(   0.0) 

 ― 

(   0.0) 

農 業 集 落 排 水 

事業 

 ― 

(   0.0) 

 ― 

(   0.0) 

 ― 

(   0.0) 

 ― 

(   0.0) 

 ― 

(   0.0) 

公 設 地 方 卸 売 

市場事業 

 ― 

(   0.0) 

 ― 

(   0.0) 

 ― 

(   0.0) 

 ― 

(   0.0) 

 ― 

(   0.0) 

（注）資金不足比率の「―」の表示は、資金不足額がないことを表している。（ ）書きは資金不

足比率の数値であり、資金の不足額がないため、負の値で表示をしている。また、(0.0)

とは、収支が均衡していることを表している。 

 

 

指標名 29 年度 30 年度 元年度 ２年度 ３年度 
早期健全 

化基準 

財政再 

生基準 

実 質 赤 字 比 率 
― 

(△ 2.09) 

― 

(△ 2.13) 

― 

(△ 2.72) 

― 

(△ 2.55) 

― 

(△ 3.23) 
11.25 20.00 

連結実質赤字比率 
― 

(△16.83) 

― 

(△11.85) 

― 

(△10.67) 

― 

(△12.96) 

― 

(△13.81) 
16.25 30.00 

実質公債費比率  11.6 9.6 8.5 7.7 7.6 25.0 35.0 

将 来 負 担 比 率 115.3 118.9 125.5 124.8 104.9 350.0  
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２ 各比率の分析等 

（１）実質赤字比率について 

   実質赤字比率は、一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する

比率で、市の基本的な会計の赤字の程度を表すものである。 

令和３年度の実質収支額は、3,432,879 千円の黒字であり、実質赤字比率は生じ

ていない。 

 

（２）連結実質赤字比率について 

連結実質赤字比率は、市全体の会計を対象とした実質赤字額（又は資金不足額）

の標準財政規模に対する比率で、市全体の会計の赤字の程度を表すものである。 

令和３年度の実質収支額及び資金不足・剰余額の合計は、14,679,198 千円の黒

字であり、連結実質赤字比率は生じていない。 

 

（３）実質公債費比率について 

実質公債費比率は、一般会計等が負担する市債元利償還金及び準元利償還金の

標準財政規模を基本とした額に対する比率の 3 か年平均で、公債費に係る財政負

担の程度を表すものである。 

令和３年度の実質公債費比率は 7.6％で、前年度と比べ 0.1 ポイント低下（改

善）し、早期健全化基準の 25.0％を下回っている。 

この要因は、単年度では令和３年度は元利償還金の額の増や元利償還金に充当

できる特定財源の額の減などにより 8.1％となり、令和２年度より上昇（悪化）

したものの、昨年度まで３か年の平均値を押し上げていた平成３０年度の 8.6％

が算定の対象外となったことによるものである。 

実質公債費比率は、企業団地造成事業に係る準元利償還金が増えたことなどに

より、平成 27 年度に一旦上昇（悪化）したものの、平成 28 年度からは減少傾向

にある。単年度公債費比率においても、平成２８年度以降は減少傾向で推移し、

令和元年度は 7.8％、令和２年度は 7.0％であったが、令和３年度は 8.1％と上昇

（悪化）に転じた。 

 

（４）将来負担比率について 

将来負担比率は、一般会計等が将来負担すべき負債額から、当該負債の償還に充

てることができる基金等を控除した額の標準財政規模を基本とした額に対する比

率で、一般会計等が将来負担すべき負債が、標準的な収入の何年分かを表すもので

ある。 
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令和３年度の将来負担比率は 104.9％で、前年度と比べると 19.9 ポイント低下

（改善）し、早期健全化基準の 350.0％を下回っている。 

令和３年度に低下（改善）した要因は、地方債現在高の増加などがあるものの、

ＰＦＩ事業の事業化により債務負担行為に基づく支出予定額が減少したこと、公共

下水道事業等の公営企業債等繰入見込額が減少していることに加え、充当可能基金

や標準財政規模が増加したことなどが挙げられる。 

 

（５）資金不足比率について 

資金不足比率は、公営企業会計ごとに算定した資金の不足額のそれぞれの事業規

模に対する比率であり、一般会計等の実質赤字にあたる公営企業における資金不足

の程度を表す指標である。 

令和３年度は、対象となる公営企業 8会計のうち、資金不足額が発生した会計は

なく、資金不足比率は生じていない。5 会計において剰余額が生じ、その合計は

10,072,882 千円であり、前年度の剰余額 8,559,865 千円に比べ 1,513,017 千円増

加した。 
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第７ 意見 

令和３年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率は、いずれの指標も財政

健全化計画及び経営健全化計画の策定が義務付けられる基準を下回る結果となっ

た。 

しかしながら、今後の財政状況については、新型コロナウイルス感染症の影響に

加え、世界的な資源価格の高騰等により今後の経済情勢の先行きが見通せないなど、

大変厳しいものとなることが予想されており、健全化判断指標が、いったん悪化に

転じた場合、短期間での改善が困難であることから、現下の財政状況においては、

従来にも増して財政健全化に向けた取組みが求められている。 

本市の実質公債費比率については、元利償還金の額などの減少に伴い、平成 28

年度以降は年々改善がされているが、単年度の実質公債費比率において令和３年度

は前年度と比べ上昇（悪化）し、将来負担比率については、債務負担行為に基づく

支出予定額や公営企業債等繰入見込額が減少し、低下（改善）がなされた。 

単年度の実質公債費比率が上昇（悪化）に転じたことは、実質公債費比率の上昇

（悪化）に直接的な影響を及ぼすことから、引き続き、計画的で適正規模の事業の

執行に十分留意していく必要がある。 

また、市債残高は平成２３年度以降減少傾向にあったが、令和３年度は増加に転

じたことから、今後の公共施設整備に伴う公債費の増加が懸念される。 

実質公債費比率や将来負担比率が他の中核市に比べ高い水準にあることから、そ

の要因や類似都市との比較分析を行うとともに、有利な地方債の選択等について十

分に検討を行うなど、引き続き地方債の適切な管理に努められたい。 

今後も、「人・まち・自然が調和する活力都市とやま」の実現に向け、都市の魅

力を高めるための各種事業や社会インフラの耐震化・老朽化対策事業などが引き続

き見込まれていることから、第 4期富山市行政改革実施計画等を着実に推進し、安

定的な財政の健全化に向けて一層努力されたい。 


